
留守電にするだけ!! 
  悪質商法やいたずら電話 
にも効果的!! 

 ①在宅中も留守番電話に!! 
     犯人は、声が残るのを嫌がります。 
     電話に出るのは、留守電になって 
  相手の声を聞いてからにしましょう。 
    

 ②防犯機能付電話機等の使用 
   自動録音機や自動着信拒否機があります。 
   このような機能が付いた電話機も販売されています。 

 家族や警察署などの電話番号を記載しておき、不審な電話等 

があれば電話して確認しましょう。 
   息子さん等の家族から、「電話番号が変わった」と言われたら、 

変わる前の電話番号にかけ直して確認しましょう。 

 息子、銀行、警察等を名乗って電話をしてきて、お金を
だまし取る詐欺が多発しています。ご注意ください。

    名 前 など        電   話  番  号 

       －      －  

    －      －  

    －      －  

    －      － 

    －      － 

  淀川警察署      ０６ － ６３０５ － １２３４  

淀川区役所 市民協働課  ０６ － ６３０８ － ９７３４ 

消費生活相談専用電話  ０６ － ６６１４ － ０９９９ 


